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２ 電磁両立性（ＥＭＣ）に関する共通規格－その１（住宅、商業及び軽工
業環境に関するエミッション規格）及びその２（工業環境に関する
エミッション規格）

その１：住宅、商業及び軽工業環境に関するエミッション規格

本規格は、国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）が作成した電気・電子機器の電磁両立性（ＥＭ

Ｃ）に関する共通規格ＣＩＳＰＲ／ＩＥＣ １０００－６－３（１９９６）に準拠するものである。

１． 適用範囲

本規格は、機器が発生する電磁妨害波（エミッション）に関する要求事項を規定するもの

であり、第５節に示す住宅、商業及び軽工業環境における使用を目的とした電気・電子機器

のうち、その機器用の製品又は製品群規格が存在しない機器に適用する。なお、無線通信用

に電磁エネルギーを放射する機器は、本規格の対象から除外する。

本規格は、周波数範囲０Ｈｚ～４００ＧＨｚの電磁妨害波を対象とする。

機器に適用すべき製品又は製品群規格が存在する場合は、総ての点でその規格が本共通規

格に優先する。

本規格の要求事項は、住宅、商業及び軽工業環境で正常に動作している機器から発生する

電磁妨害波が、他の機器の動作を妨害するような強度にならないように定められている。な

お、故障時の機器によって発生する妨害は考慮していない。

本規格の対象地域に設置される機器は、低電圧公共配電系統に直接接続されるか、又は専

用のＤＣ電源（機器と低電圧公共配電系統間に挿入するもの）に接続されるものである。従

って、工業用電力送配電系や特殊な電力供給源に接続される機器は、他の共通規格の対象と

なる。

なお、我が国においては、本規格を満足しないが、工業環境に関する規格“電磁両立性に

関する共通規格－その２－”（ＩＥＣ ６１０００－６－４に準拠）を満足する機器が、住宅、商業及

び軽工業環境において使用されることがある。この場合、周囲に妨害を与えないように十分

に注意を払う必要がある。また、必要ならば障害防止対策をとるべきである。

２． 引用規格

下記の規格の規定を本規格の本文で引用することによって、その規定は本規格の規定とな

る。なお、示した出版年は、本規格の発行時に有効であったものである。すべての規格は改

定されることがあるため、本規格に基づいて製造販売等の契約をする者は、下記の規格の最

新版を適用できるか否かを検討することが望ましい。

（１） ＪＩＳ Ｃ０１６１：「ＥＭＣに関するＩＥＶ用語」

（２） ＩＥＣ １０００－３－２：１９９５、電磁両立性（ＥＭＣ）－第３部：許容値　－第２節：高

調波電流エミッションに関する許容値（入力電流が１６Ａ／相以下の機器）

（３） ＩＥＣ １０００－３－３：１９９４、電磁両立性（ＥＭＣ）－第３部：許容値　－第３節：定

格電流が１６Ａ以下の機器に対する低電圧配電システムにおける電圧変動及びフリッカ



の許容値

（４） 平成８年度電気通信技術審議会答申：諮問第３号「国際無線障害特別委員会

（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち、「家庭電気機器、電動工具及び類似機器から

の妨害波の許容値と測定法」－ＣＩＳＰＲ１４第３版及び修正１に準拠

（５） 平成８年度電気通信技術審議会答申：諮問第３号「国際無線障害特別委員会

（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち、「情報技術装置からの妨害波の許容値と測定法」

－ＣＩＳＰＲ２２第２版、修正１及び修正２に準拠

３． 目的

本規格の目的は、本規格の対象機器から発生する電磁妨害波（エミッション）が、他の機

器、例えば無線受信機に障害を及ぼすことがあるため、その許容値及び試験法を規定するこ

とである。

電磁妨害波に関するこれらの許容値は、電磁両立性確保に不可欠の要求事項である。

試験法に関する要求事項は、試験を行う各ポート毎に規定する。

注：

１） 本規格の対象機器をラジオやテレビの受信アンテナから１０ｍ以内で使う場合、受信

障害を完全に防ぐには、本規格の許容値では不十分な場合がある。

２） 特別な場合、例えば非常に影響を受けやすい機器が対象機器に近接して使用される

場合、適切な障害防止対策を講じなければならないことがある。

４． 定義

ＥＭＣ及び関連現象に関する用語の定義は、引用規格（１）及びＩＥＣとＣＩＳＰＲの刊行物に記載

されていることがある。

なお、本規格では、特に以下の定義を使用する。

ポート：機器と外部電磁環境との境界又は接点（図１を参照）。

きょう体ポート：機器の物理的な境界であって、それを通して電磁界放射や電磁界印加が行

われる。

（図１　省略）

５． 機器の使用地域

本規格の対象となる機器の使用環境は、住宅、商業及び軽工業地域であり、屋内と屋外の

両方である。以下のリストは完全ではないが、対象とする使用地域の目安を与える。

－　住居、例えば、家、アパートなど

－　小売店、例えば、店、スーパーマーケットなど

－　事務所、例えば、オフィス、銀行など

－　公共娯楽エリア、例えば、映画館、大衆酒場、ダンスホールなど

－　屋外地域、例えば、ガソリンスタンド、駐車場、娯楽スポーツセンタなど

－　軽工業地域、例えば、作業場、試験所、サービスセンタなど



公共用配電系統から低電圧で直接給電する地域は、住宅、商業及び軽工業地域であるとみな

せる。

なお、我が国では、都市計画法に基づく用途地域の指定は必ずしも電源供給形態と対応し

ていない。また、本規格を満足しないが、工業環境に関する規格“電磁両立性に関する共通

規格－その２－”（ＩＥＣ ６１０００－６－４に準拠）を満足する機器が、本節に従えば住宅、商業

及び軽工業地域と区分される環境において使用されることがある。この場合は、周囲に妨害

を与えないように十分に注意を払う必要がある。また、必要ならば障害防止対策をとるべき

である。

６． 測定条件

機器の通常の使用状態において、発生する電磁妨害波が測定周波数範囲で最大になる動作

モードで測定を行うこと。

電磁妨害波が最大になるように、供試機器の配置を変えること。

機器がシステムの一部であるか又は周辺機器を接続できる場合は、引用規格（５）に従って

各ポートを試験するのに必要な最小のシステム構成で周辺機器を接続し、試験を行うこと。

測定時の機器の構成・配置と動作モードは、試験報告書に正確に記述すること。

機器に非常に多くの接続端子がある場合は、十分な個数の端子を選んで実際の動作状態を

模擬し、かつ、異なる接続形式がすべて含まれるようにすること。

引用規格に特に規定が無ければ、機器に指定された動作環境の範囲内で、また、その機器

の定格電源電圧で試験を行うこと。

７． 購入者／使用者に対する書類

７．１ 提供すべき書類

機器が本規格を満足するのに、例えばシールドケーブルや特殊なケーブルを使用するなど

の特別な対策が必要な場合、そのことを機器の購入者／使用者に知らせること。

７．２ 要求に基づいて提供する書類

機器とともに使用して電磁妨害波の要求事項を満足する周辺機器のリストは、購入者／使

用者が入手可能なようにすること。

８． 適用

表１に従い、対応する機器のポートで測定を行うこと。対応するポートがある場合のみ測

定を行えばよい。

機器の電気的特性や使用法から考えて、測定項目の幾つかは不適切であり、それゆえ不必

要であると決定してもよい。その場合は、測定不要の決定を試験報告書に記載すること。

９． 電磁妨害波（エミッション）の許容値

本規格の対象機器の電磁妨害波の許容値は、ポート毎に規定する。

各種の電磁妨害波に対して、明確かつ再現性のある条件の下で測定を行うこと。

試験、試験法及び試験条件は、表１及び表Ａ．１の引用規格に示されている。

これらの引用規格の内容は再掲しないが、試験を実際に行う際に必要となる修正又は補足

事項は本規格に示す。



表１　電磁妨害波（エミッション）の許容値
ポート

筐体

ＡＣ電源

周波数範囲

３０ＭＨｚ－２３０ＭＨｚ

２３０ＭＨｚ－１０００ＭＨｚ

０ｋＨｚ－２ｋＨｚ

０．１５ＭＨｚ－０．５ＭＨｚ

許容値は周波数の対数とと

もに直線的に減少＿＿＿＿

０．５ＭＨｚ－５ＭＨｚ

５ＭＨｚ－３０ＭＨｚ

０．１５ＭＨｚ－３０ＭＨｚ

許容値

３０ｄＢ（μＶ／ｍ） ａｔ １０ｍ

３７ｄＢ（μＶ／ｍ） ａｔ １０ｍ

準尖頭値

６６ｄＢ（μＶ）－５６ｄＢ（μＶ）

平均値

５６ｄＢ（μＶ）－４６ｄＢ（μＶ）

準尖頭値 ５６ｄＢ（μＶ）

平均値 ４６ｄＢ（μＶ）

準尖頭値 ６０ｄＢ（μＶ）

平均値 ５０ｄＢ（μＶ）

引用規格の不連続妨害波の節

を参照

引用規格

引用規格（５）

クラスＢ

引用規格（２）

引用規格（３）

引用規格（５）

クラスＢ

引用規格（４）

適用

（注）

注

備考

必要に応じ引

用規格の統計

的評価を適用

必要に応じ引

用規格の統計

的評価を適用

注 ９ｋＨｚ以上の周波数で動作する処理機能素子、例えばマイクロプロセッサを有する機器のみに対して
適用。



附属書Ａ
（情報）

この附属書では、関連する引用規格が発行された時に、本規格に含めることが提案される

と思われる試験項目を情報として示す。以下の表の内容は目安であって、引用規格が発行さ

れた際に審議されることになる。

表Ａ．１ 電磁妨害波（エミッション）の許容値

ポート

信号、制御、Ｄ

Ｃ電源入力、

ＤＣ 電 源 出

力、その他

周波数範囲

０．１５ＭＨｚ－０．５ＭＨｚ

許容値は周波数の対数と共

に直線的に減少＿＿＿＿＿

０．５ＭＨｚ－３０ＭＨｚ

許容値

準尖頭値

４０ｄＢ（μＡ）－３０ｄＢ（μＡ）

平均値

３０ｄＢ（μＡ）－２０ｄＢ（μＡ）

準尖頭値 ３０ｄＢ（μＡ）

平均値 ２０ｄＢ（μＡ）

引用規格

引用規格（５）

クラスＢ

適用 備考

１５０Ωを介し

て電圧基準面

に接続した導

線に対する電

流プローブに

よる測定＿＿



その２：工業環境に関するエミッション規格

本規格は、国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）が作成した電気・電子機器の電磁両立性

（ＥＭＣ）に関する共通規格ＩＥＣ ６１０００－６－４（１９９７）に準拠するものである。

１． 適用範囲

本規格は、機器が発生する電磁妨害波（エミッション）に関する要求事項を規定するもの

であり、第５節に示す工業環境における使用を目的とした電気・電子機器のうち、その機器

用の製品又は製品群規格が存在しない機器に適用する。なお、無線通信用に電磁エネルギー

を放射する機器は、本規格の対象から除外する。

本規格は、周波数範囲０Ｈｚ～４００ＧＨｚの電磁妨害波を対象とする。故障状態の機器は対象

としない。

機器に適用すべき製品又は製品群規格が存在する場合は、総ての点でその規格が本共通規

格に優先する。

本規格で対象とする環境は、工業環境における屋内及び屋外である。また、対象機器は、

公共配電系統に接続するものではなく、製造工場又は類似の工場の電力供給用高圧又は中圧

変電設備から供給される電源網に接続する機器である。本規格は、工業地域または工業用電

力設備の近傍において使用される機器に適用する。

なお、我が国では、都市計画法に基づく用途地域の指定は必ずしも電源供給形態と対応し

ていない。また、本規格を満足するが、住宅、商業及び軽工業環境に関する規格“電磁両立

性に関する共通規格－その１－”ＣＩＳＰＲ／ＩＥＣ １０００－６－３に準拠）を満足しない機器が、

これらの環境に使用されることがある。この場合、周囲に妨害を与えないように十分に注意

を払う必要がある。また、必要ならば障害防止対策をとるべきである。

２． 引用規格

下記の規格の規定を本規格の本文で引用することによって、その規定は本規格の規定とな

る。なお、示した出版年は、本規格の発行時に有効であったものである。すべての規格は改

定されることがあるため、本規格に基づいて製造販売等の契約をする者は、下記の規格の最

新版を適用できるか否かを検討することが望ましい。

（１） 本答申のうち、「電磁両立性（ＥＭＣ）に関する共通規格　その１：住宅、商業及び

軽工業環境に関するエミッション規格」－ＣＩＳＰＲ／ＩＥＣ １０００－６－３に準拠

（２） ＪＩＳ Ｃ０１６１：「ＥＭＣに関するＩＥＶ用語」

（３） ＣＩＳＰＲ１１：１９９０、工業用、科学用、医療用（ＩＳＭ）無線周波数機器の電磁妨害特

性の許容値および測定法

（４） 平成８年度電気通信技術審議会答申：諮問第３号「国際無線障害特別委員会

（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち、「家庭電気機器、電動工具及び類似機器からの

妨害波の許容値と測定法」－ＣＩＳＰＲ１４第３版及び修正１に準拠

（５） 平成８年度電気通信技術審議会答申：諮問第３号「国際無線障害特別委員会

（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち、「情報技術装置からの妨害波の許容値と測定法」

－ＣＩＳＰＲ２２第２版、修正１及び修正２に準拠



３． 目的

本規格の目的は、本規格の対象機器から発生する電磁波（エミッション）が、他の機器に

障害を及ぼすことがあるため、その許容値及び試験法を規定することである。

電磁妨害波に関するこれらの許容値は、電磁両立性確保に不可欠の要求事項であり、工業

環境で正常に動作している機器から発生する電磁妨害波が、他の機器の動作を妨害するよう

な強度にならないように定められている。

試験法に関する要求事項は、試験を行う各ポート毎に規定する。

注：

１） 本規格の対象機器をラジオやテレビの受信アンテナから３０ｍ以内で使う場合、受

信障害を完全に防ぐには、本規格の許容値では不十分な場合がある。

２） 特別な場合、例えば非常に影響を受けやすい機器が対象機器に近接して使用され

る場合、適切な障害防止対策を講じなければならないことがある。

４． 定義

ＥＭＣ及び関連現象に関する用語の定義は、引用規格（２）及びＩＥＣとＣＩＳＰＲの刊行物に記

載されていることがある。

なお、本規格では、特に以下の定義を使用する。

ポート：機器と外部電磁環境との境界又は接点（図１を参照）。

きょう体ポート：機器の物理的な境界であって、それを通して電磁界放射や電磁界印

加が行われる。

５． 工業地域

工業地域は、以下の条件の一つ又は複数で特徴づけられる地域である。

－ 工業、科学及び医療用（ＩＳＭ）設備（引用規格（３）で定義されるクラスＡの設備）が存在する

－ 大容量の誘導又は容量性負荷が頻繁に切り替わる

－ 電流が大きく、それに伴う磁界が強い

これらは工業地域の電磁環境を形成する主な要因であり、工業環境を他の環境と区別する特

徴である。

注） 我が国の都市計画法に基づく工業地域の指定は、上記の条件と異なる。

６． 測定条件

機器の通常の使用状態において、発生する電磁妨害波が測定周波数範囲で最大になる動作

モードで測定を行うこと。

電磁妨害波が最大になるように、引用規格に従って供試機器の配置及び動作モードを変え

ること。

機器がシステムの一部であるか又は周辺機器を接続できる場合は、引用規格（５）に従って各

ポートを試験するのに必要な最小のシステム構成で周辺機器を接続し、試験を行うこと。

測定時の機器の構成・配置と動作モードは、試験報告書に正確に記述すること。

機器に非常に多くの類似の接続端子、すなわち類似形式の接続を行う端子が多くある場合、

十分な個数の端子を選んで実際の動作状態を模擬し、かつ、異なる接続形式のすべてが含ま

れるようにすること。



引用規格に特に規定が無ければ、機器に指定された動作環境の範囲内で、また、その機器

の定格電源電圧で試験を行うこと。

７． 購入者／使用者に対する書類

（図１　省略）

７．１ 提供すべき書類

機器が本規格に適合するが、住宅、商業及び軽工業環境に関する規格“電磁両立性に関す

る共通規格－その１－”（ＣＩＳＰＲ／ＩＥＣ １０００－６－３に準拠）を満足しないならば、それら

の環境で機器を使用する場合、障害が発生する恐れがあることを記載した次の例のような注

意書きを取り扱い説明書に記載すること。

注意書きの一例：

この製品は主に工業環境で使用される装置です。住宅環境等で使用する場合は、電波

障害を発生する恐れがあります。その際、この製品の使用者は、障害低減のために適切

な手段を講じなければならないことがあります。

機器が本規格を満足するのに、例えばシールドケーブルや特殊なケーブルを使用するなど

の特別な対策が必要な場合、そのことを機器の購入者／使用者に知らせること。

７．２　要求に基づいて提供する書類

機器とともに使用して電磁妨害波の要求事項を満足する周辺機器のリストは、購入者／使

用者が入手可能なようにすること。

８． 適用

表１に従い、対応する機器のポートで測定を行うこと。対応するポートがある場合のみ測

定を行えばよい。

機器の電気的特性や使用法から考えて、測定項目の幾つかは不適切であり、それゆえ不必

要であると決定してもよい。その場合は、測定不要の決定を試験報告書に記載すること。

９． 電磁妨害波（エミッション）の許容値

本規格の対象機器の電磁妨害波の許容値は、ポート毎に規定する。

各種の電磁妨害波に対して、明確かつ再現性のある条件の下で測定を行うこと。

試験、試験法及び試験条件は、表１及び表Ａ．１の引用規格に示されている。

これらの引用規格の内容は再掲しないが、試験を実際に行う際に必要となる修正又は補足

事項は本規格に示す。



表１ 電磁妨害波（エミッション）の許容値
ポート

筐体

ＡＣ電源

周波数範囲

３０ＭＨｚ－２３０ＭＨｚ

２３０ＭＨｚ－１０００ＭＨｚ

０．１５ＭＨｚ－０．５ＭＨｚ

０．５ＭＨｚ－５ＭＨｚ

５ＭＨｚ－３０ＭＨｚ

許容値

準尖頭値

（試験サイトにおいて）

４０ｄＢ（μＶ／ｍ） ａｔ １０ｍ

（注１）

準尖頭値

（試験サイトにおいて）

４７ｄＢ（μＶ／ｍ） ａｔ １０ｍ

（注１）

準尖頭値 ７９ｄＢ（μＶ）

平均値　 ６６ｄＢ（μＶ）

準尖頭値 ７３ｄＢ（μＶ）

平均値 ６０ｄＢ（μＶ）

準尖頭値 ７３ｄＢ（μＶ）

平均値　 ６０ｄＢ（μＶ）

引用規格

引用規格（３）

引用規格（３）

適用

注２

注３

注４

備考

注

１　上記の許容値は、ＣＩＳＰＲ／Ｂ／１８９／ＦＤＩＳに基づく。

２　設置場所における測定は本規格では規定しない。

３ 発生回数が５回／分より少ないインパルス雑音（クリック）には適用しない。３０回／分以上発生する

場合に本許容値を適用する。５～３０回／分の場合は、許容値を２０ｌｏｇ（３０/Ｎ）ｄＢだけ緩和できる。但し、

Ｎは１分間当たりのクリックの回数である。クリックの判断基準については引用規格（４）を参照。

４　交流電圧１０００Ｖ以下で動作する機器にのみ適用する。



附属書Ａ
（情報）

この附属書では、関連する引用規格が発行された時に、本規格に含めることが提案される

と思われる試験項目を情報として示す。以下の表の内容は目安であって、引用規格が発行さ

れた際に審議されることになる。

表Ａ．１ 電磁妨害波（エミッション）の許容値

ポート

ＡＣ電源入力

信 号 、制 御 、

ＤＣ 電 源 入

力、ＤＣ電源出

力、その他

周波数範囲

０ｋＨｚ－２ｋＨｚ

０．１５ＭＨｚ－０．５ＭＨｚ

０．５ＭＨｚ－３０ＭＨｚ

許容値

検討中＿＿＿＿＿＿

改訂中の引用規格を

参照＿＿＿＿＿＿＿

改訂中の引用規格を

参照＿＿＿＿＿＿＿

引用規格

ＩＥＣ １０００－３－２

ＩＥＣ １０００－３－３

検討中＿＿＿＿＿

適用 備考
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